
 

別表１ 

 

適時開示の基準及びその取扱い 

 

ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ上場規程施行規則第９条第１項の規定により、日本の証券市場において適切な適時開示を

行うための基準及びその取扱いは以下のとおりとする。 

基準 基準の取扱い 

（会社情報の開示） （決定事実に係る軽微基準） 

第１条 上場会社は、次の各号のいずれかに該当す

る場合（取扱いで定める基準に該当するものその

他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なも

のと当取引所が認めるものを除く。）は、直ちに

その内容（第１号ａに該当する場合で、第三者割

当による募集株式等の割当てを行うときは、取扱

いで定める事項を含む。）を開示しなければなら

ない。 

（１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

次のａからａｏまでに掲げる事項のいずれか

を行うことについての決定をした場合（当該決

定に係る事項を行わないことを決定した場合

を含む。） 

第１条 基準第１条に規定する取扱いで定める基

準のうち同条第１号に掲げる事項に係るものは、

次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める

こととする。 

ａ 会社法第１９９条第１項に規定する株式

会社の発行する株式若しくはその処分する

自己株式を引き受ける者（協同組織金融機関

が発行する優先出資を引き受ける者を含

む。）の募集（処分する自己株式を引き受け

る者の募集を含む。）若しくは同法第２３８

条第１項に規定する募集新株予約権を引き

受ける者の募集（処分する自己新株予約権を

引き受ける者の募集を含む。）又は株式若し

くは新株予約権の売出し（特定投資家向け取

得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等で

あって、このａに掲げる募集又は売出しに相

当するものを含む。） 

（１） 基準第１条第１号ａに掲げる事項 

会社法第１９９条第１項に規定する株式会

社の発行する株式若しくはその処分する自己

株式を引き受ける者（協同組織金融機関が発行

する優先出資を引き受ける者を含む。）の募集

の払込金額又は売出価額の総額（当該有価証券

が新株予約権証券である場合には、同法第２３

８条第１項に規定する募集新株予約権を引き

受ける者の募集（処分する自己新株予約権を引

き受ける者の募集を含む。）の払込金額又は売

出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新

株予約権の行使に際して出資される財産の価

額の合計額を合算した金額）が１億円未満であ

ると見込まれること（特定投資家向け取得勧誘

又は特定投資家向け売付け勧誘等であって、こ

の号に掲げる軽微基準に該当するものを含

む。）。ただし、株主割当（優先出資者割当を

含む。）による場合及び買収防衛策の導入又は

発動に伴う場合を除く。 

ｂ 前ａに規定する募集若しくは売出しに係

る発行登録（その取下げを含む。）又は当該

発行登録に係る募集若しくは売出しのため

の需要状況の調査の開始 

 

ｃ 資本金の額の減少  

ｄ 資本準備金又は利益準備金の額の減少  

ｅ 会社法第１５６条第１項（同法第１６３条

及び第１６５条第３項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）の規定若しくは

これらに相当する外国の法令の規定又は協

同組織金融機関の優先出資に関する法律（平

成５年法律第４４号。以下「優先出資法」と

いう。）第１５条の規定による自己株式の取

 



 

基準 基準の取扱い 

得 

ｆ 株式無償割当て又は新株予約権無償割当

て 

 

ｇ 株式の分割又は併合  

ｈ 剰余金の配当  

ｉ 株式交換  

ｊ 株式移転  

ｋ 合併  

ｌ 会社分割  

ｍ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け （２） 基準第１条第１号ｍに掲げる事項 

ａ 事業の一部を譲渡する場合 

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げるものの

いずれにも該当すること。 

（ａ） 直前事業年度の末日における当該事

業の譲渡に係る資産の帳簿価額が同日に

おける純資産額（資産の総額から負債の総

額を控除して得た額（控除してなお控除し

きれない金額がある場合には、当該控除し

きれない金額はないものとする。）をいう。

以下第３条までにおいて同じ。）の１００

分の３０に相当する額未満であること。 

（ｂ） 当該事業の譲渡の予定日の属する事

業年度及び翌事業年度の各事業年度にお

いていずれも当該事業の譲渡による売上

高の減少額が直前事業年度の売上高の１

００分の１０に相当する額未満であると

見込まれること。 

（ｃ） 当該事業の譲渡の予定日の属する事

業年度及び翌事業年度の各事業年度にお

いていずれも当該事業の譲渡による経常

利益の増加額又は減少額が直前事業年度

の経常利益金額の１００分の３０に相当

する額未満であると見込まれること。 

（ｄ） 当該事業の譲渡の予定日の属する事

業年度及び翌事業年度の各事業年度にお

いていずれも当該事業の譲渡による当期

純利益の増加額又は減少額が直前事業年

度の当期純利益金額の１００分の３０に

相当する額未満であると見込まれること。 

ｂ 事業の全部又は一部を譲り受ける場合 

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げるものの

いずれにも該当すること。 

（ａ） 当該事業の譲受けによる資産の増加

額が直前事業年度の末日における純資産

額の１００分の３０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

（ｂ） 当該事業の譲受けの予定日の属する

事業年度及び翌事業年度の各事業年度に

おいていずれも当該事業の譲受けによる

売上高の増加額が直前事業年度の売上高

の１００分の１０に相当する額未満であ

ると見込まれること。 



 

基準 基準の取扱い 

（ｃ） 当該事業の譲受けの予定日の属する

事業年度及び翌事業年度の各事業年度に

おいていずれも当該事業の譲受けによる

経常利益の増加額又は減少額が直前事業

年度の経常利益金額の１００分の３０に

相当する額未満であると見込まれること。 

（ｄ） 当該事業の譲受けの予定日の属する

事業年度及び翌事業年度の各事業年度に

おいていずれも当該事業の譲受けによる

当期純利益の増加額又は減少額が直前事

業年度の当期純利益金額の１００分の３

０に相当する額未満であると見込まれる

こと。 

ｎ 解散（合併による解散を除く。）  

ｏ 新製品又は新技術の企業化 （３） 基準第１条第１号ｏに掲げる事項 

新製品の販売又は新技術を利用する事業の

開始予定日の属する事業年度開始の日から３

年以内に開始する各事業年度においていずれ

も当該新製品又は新技術の企業化による売上

高の増加額が直前事業年度の売上高の１００

分の１０に相当する額未満であると見込まれ、

かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する

事業の開始のために特別に支出する額の合計

額が直前事業年度の末日における固定資産の

帳簿価額の１００分の１０に相当する額未満

であると見込まれること。 

ｐ 業務上の提携又は業務上の提携の解消 （４） 基準第１条第１号ｐに掲げる事項 

ａ 業務上の提携を行う場合 

当該業務上の提携の予定日の属する事業

年度開始の日から３年以内に開始する各事

業年度においていずれも当該業務上の提携

による売上高の増加額が直前事業年度の売

上高の１００分の１０に相当する額未満で

あると見込まれ、かつ、次の（ａ）又は（ｂ）

に掲げる場合においては、当該（ａ）又は（ｂ）

のそれぞれに定める基準に該当すること。 

（ａ） 資本提携を伴う業務上の提携を行う

場合 

当該資本提携につき、相手方の会社の株

式又は持分を新たに取得する場合にあっ

ては、新たに取得する株式又は持分の取得

価額が上場会社の直前事業年度の末日に

おける純資産額と資本金の額とのいずれ

か少なくない金額の１００分の１０に相

当する額未満であると見込まれ、相手方に

株式を新たに取得される場合にあっては、

新たに取得される株式の数が上場会社の

直前事業年度の末日における発行済株式

の総数の１００分の５以下であると見込

まれること。 

（ｂ） 業務上の提携により他の会社と共同

して新会社を設立する場合（当該新会社の



 

基準 基準の取扱い 

設立が子会社等の設立に該当する場合を

除く。） 

新会社の設立の予定日から３年以内に

開始する当該新会社の各事業年度の末日

における総資産の帳簿価額に新会社設立

時の出資比率（所有する株式の数又は持分

の価額を発行済株式の総数又は出資の総

額で除して得た数値をいう。以下この条及

び第４条において同じ。）を乗じて得たも

のがいずれも上場会社の直前事業年度の

末日における純資産額の１００分の３０

に相当する額未満であると見込まれ、か

つ、当該新会社の当該各事業年度における

売上高に出資比率を乗じて得たものがい

ずれも上場会社の直前事業年度の売上高

の１００分の１０に相当する額未満であ

ると見込まれること。 

ｂ 業務上の提携の解消を行う場合 

当該業務上の提携の解消の予定日の属す

る事業年度開始の日から３年以内に開始す

る各事業年度においていずれも当該業務上

の提携の解消による売上高の減少額が直前

事業年度の売上高の１００分の１０に相当

する額未満であると見込まれ、かつ、次の

（ａ）又は（ｂ）に掲げる場合においては、

当該（ａ）又は（ｂ）のそれぞれに定める基

準に該当すること。 

（ａ） 資本提携を伴う業務上の提携を解消

する場合 

当該資本提携の解消につき、相手方の会

社の株式又は持分を取得している場合に

あっては、取得している株式又は持分の帳

簿価額が上場会社の直前事業年度の末日

における純資産額と資本金の額とのいず

れか少なくない金額の１００分の１０に

相当する額未満であり、相手方に株式を取

得されている場合にあっては、取得されて

いる株式の数が上場会社の直前事業年度

の末日における発行済株式の総数の１０

０分の５以下であること。 

（ｂ） 他の会社と共同して新会社を設立し

て行っている業務上の提携を解消する場

合 

新会社の直前事業年度の末日における

当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比

率を乗じて得たものが上場会社の直前事

業年度の末日における純資産額の１００

分の３０に相当する額未満であり、かつ、

当該新会社の直前事業年度の売上高に出

資比率を乗じて得たものが上場会社の直

前事業年度の売上高の１００分の１０に

相当する額未満であること。 



 

基準 基準の取扱い 

ｑ 子会社等（法第１６６条第５項に規定する

子会社をいい、上場外国会社（当取引所が必

要と認める者に限る。）にあっては、その子

会社、関連会社その他の当取引所が必要と認

める者をいう。以下同じ。）の異動を伴う株

式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社

等の異動を伴う事項 

（５） 基準第１条第１号ｑに掲げる事項 

次のａからｇまでに掲げるもののいずれに

も該当する子会社等（連動子会社を除く。）の

異動を伴うものであること。 

ａ 子会社等又は新たに子会社等となる会社

の直前事業年度の末日における総資産の帳

簿価額（新たに子会社等を設立する場合に

は、子会社等の設立の予定日から３年以内に

開始する当該子会社等の各事業年度の末日

における総資産の帳簿価額の見込額）が上場

会社の直前事業年度の末日における純資産

額の１００分の３０に相当する額未満であ

ること。 

ｂ 子会社等又は新たに子会社等となる会社

の直前事業年度の売上高（新たに子会社等を

設立する場合には、子会社等の設立の予定日

から３年以内に開始する当該子会社等の各

事業年度の売上高の見込額）が上場会社の直

前事業年度の売上高の１００分の１０に相

当する額未満であること。 

ｃ 子会社等又は新たに子会社等となる会社

の直前事業年度の経常利益金額（新たに子会

社等を設立する場合には、子会社等の設立の

予定日から３年以内に開始する当該子会社

等の各事業年度の経常利益金額の見込額）が

上場会社の直前事業年度の経常利益金額の

１００分の３０に相当する額未満であるこ

と。 

ｄ 子会社等又は新たに子会社等となる会社

の直前事業年度の当期純利益金額（新たに子

会社等を設立する場合には、子会社等の設立

の予定日から３年以内に開始する当該子会

社等の各事業年度の当期純利益金額の見込

額）が上場会社の直前事業年度の当期純利益

金額の１００分の３０に相当する額未満で

あること。 

ｅ 上場会社の直前事業年度における子会社

等又は新たに子会社等となる会社からの仕

入高（新たに子会社等を設立する場合には、

子会社等の設立の予定日から３年以内に開

始する上場会社の各事業年度における当該

子会社等からの仕入高の見込額）が上場会社

の直前事業年度の仕入高の総額の１００分

の１０に相当する額未満であること。 

ｆ 上場会社の直前事業年度における子会社

等又は新たに子会社等となる会社に対する

売上高（新たに子会社等を設立する場合に

は、子会社等の設立の予定日から３年以内に

開始する上場会社の各事業年度における当

該子会社等に対する売上高の見込額）が上場

会社の直前事業年度の売上高の総額の１０

０分の１０に相当する額未満であること。 



 

基準 基準の取扱い 

ｇ 子会社等又は新たに子会社等となる会社

の資本金の額又は出資の額が上場会社の資

本金の額の１００分の１０に相当する額未

満であること。 

ｒ 固定資産（法人税法（昭和４０年法律第３

４号）第２条第２２号に掲げる固定資産をい

う。以下同じ。）の譲渡又は取得 

（６） 基準第１条第１号ｒに掲げる事項 

ａ 固定資産を譲渡する場合 

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるものの

いずれにも該当すること。 

（ａ） 上場会社の直前事業年度の末日にお

ける当該固定資産の帳簿価額が同日にお

ける純資産額の１００分の３０に相当す

る額未満であること。 

（ｂ） 当該固定資産の譲渡の予定日の属す

る事業年度において当該固定資産の譲渡

による経常利益の増加額又は減少額が上

場会社の直前事業年度の経常利益金額の

１００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。 

（ｃ） 当該固定資産の譲渡の予定日の属す

る事業年度において当該固定資産の譲渡

による当期純利益の増加額又は減少額が

上場会社の直前事業年度の当期純利益金

額の１００分の３０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

ｂ 固定資産を取得する場合 

当該固定資産の取得価額が上場会社の直

前事業年度の末日における純資産額の１０

０分の３０に相当する額未満であると見込

まれること。 

ｓ リースによる固定資産の賃貸借 （７） 基準第１条第１号ｓに掲げる事項 

ａ リースによる固定資産の賃貸を行う場合 

上場会社の直前事業年度の末日における

当該固定資産の帳簿価額が、同日における純

資産額の１００分の３０に相当する額未満

であること。 

ｂ リースによる固定資産の賃借を行う場合 

当該固定資産のリース金額の総額が上場

会社の直前事業年度の末日における純資産

額の１００分の３０に相当する額未満であ

ると見込まれること。 

ｔ 事業の全部又は一部の休止又は廃止 （８） 基準第１条第１号ｔに掲げる事項 

次のａからｃまでに掲げるもののいずれに

も該当すること。 

ａ 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予

定日の属する事業年度開始の日から３年以

内に開始する各事業年度においていずれも

当該休止又は廃止による売上高の減少額が

直前事業年度の売上高の１００分の１０に

相当する額未満であると見込まれること。 

ｂ 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予

定日の属する事業年度開始の日から３年以

内に開始する各事業年度においていずれも



 

基準 基準の取扱い 

当該休止又は廃止による経常利益の増加額

又は減少額が直前事業年度の経常利益金額

の１００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。 

ｃ 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予

定日の属する事業年度開始の日から３年以

内に開始する各事業年度においていずれも

当該休止又は廃止による当期純利益の増加

額又は減少額が直前事業年度の当期純利益

金額の１００分の３０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

ｕ 国内の金融商品取引所又は外国金融商品

取引所等に対する株券等の上場の廃止又は

登録の取消しに係る申請 

 

ｖ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続

開始の申立て 

 

ｗ 新たな事業の開始（新商品の販売又は新た

な役務の提供の企業化を含む。以下同じ。） 

（９） 基準第１条第１号ｗに掲げる事項 

新たな事業の開始（新商品の販売又は新たな

役務の提供の企業化を含む。以下同じ。）の予

定日の属する事業年度開始の日から３年以内

に開始する各事業年度においていずれも当該

新たな事業の開始による売上高の増加額が直

前事業年度の売上高の１００分の１０に相当

する額未満であると見込まれ、かつ、当該新た

な事業の開始のために特別に支出する額の合

計額が直前事業年度の末日における固定資産

の帳簿価額の１００分の１０に相当する額未

満であると見込まれること。 

ｘ 法第２７条の２第１項に規定する株券等

の同項に規定する公開買付け（同項本文の規

定の適用を受ける場合に限る。）又は法第２

４条の６第１項に規定する上場株券等の法

第２７条の２２の２第１項に規定する公開

買付け 

 

ｙ 当該上場会社が発行者である法第２７条

の２第１項に規定する株券等に係る前ｘ前

段に規定する公開買付け若しくは当該株券

等に係る金融商品取引法施行令（昭和４０年

法律第３２１号。以下「施行令」という。）

第３１条に規定する買集め行為（以下このｙ

において「公開買付け等」という。）に対抗

するための買付けその他の有償の譲受けの

要請又は公開買付け等に関する意見の公表

若しくは株主に対する表示 

 

ｚ 上場会社又はその子会社等の役員又は従

業員に対する新株予約権の発行その他のス

トック・オプションと認められるものの付与

又は株式の発行 

 

ａａ 代表取締役又は代表執行役（協同組織金

融機関を代表すべき役員を含む。）の異動 

 

ａｂ 人員削減等の合理化 （１０） 基準第１条第１号ａｂに掲げる事項 

次のａからｃまでに掲げるもののいずれに



 

基準 基準の取扱い 

も該当すること。 

ａ 合理化の実施の予定日の属する事業年度

開始の日から３年以内に開始する各事業年

度においていずれも当該合理化の実施によ

る売上高の減少額が直前事業年度の売上高

の１００分の１０に相当する額未満である

と見込まれること。 

ｂ 合理化の実施の予定日の属する事業年度

開始の日から３年以内に開始する各事業年

度においていずれも当該合理化の実施によ

る経常利益の増加額又は減少額が直前事業

年度の経常利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれること。 

ｃ 合理化の実施の予定日の属する事業年度

開始の日から３年以内に開始する各事業年

度においていずれも当該合理化の実施によ

る当期純利益の増加額又は減少額が直前事

業年度の当期純利益金額の１００分の３０

に相当する額未満であると見込まれること。 

ａｃ 商号又は名称の変更  

ａｄ 単元株式数の変更又は単元株式数の定

めの廃止若しくは新設 

 

ａｅ 事業年度の末日の変更  

ａｆ 預金保険法（昭和４６年法律第３４号）

第７４条第５項の規定による申出 

 

ａｇ 特定債務等の調整の促進のための特定

調停に関する法律（平成１１年法律第１５８

号）に基づく特定調停手続による調停の申立

て 

（１１） 基準第１条第１号ａｇに掲げる事項 

上場会社の希望する調停条項において調停

の対象となる金銭債務の総額が、直前事業年度

の末日における債務の総額の１００分の１０

に相当する額未満であること。 

ａｈ 普通出資の総口数の増加を伴う事項  

ａｉ 有価証券報告書若しくは発行者情報又

は四半期報告書に記載される財務諸表等又

は四半期財務諸表等の監査証明等を行う監

査法人の異動 

 

ａｊ 財務諸表等又は四半期財務諸表等に継

続企業の前提に関する事項を注記すること。 

 

ａｋ 株式事務を株式事務代行機関に委託し

ないこと。 

 

ａｌ 内部統制に開示すべき重要な不備があ

る旨又は内部統制の評価結果を表明できな

い旨を記載する内部統制報告書の提出 

 

ａｍ 定款の変更 （１２） 基準第１条第１号ａｍに掲げる事項 

定款の変更理由が次のａからｃまでのいず

れかに該当すること。 

ａ 法令の改正等に伴う記載表現のみの変更 

ｂ 本店所在地の変更 

ｃ その他投資者の投資判断に及ぼす影響が

軽微なものとして当取引所が認める理由 

ａｎ 上場無議決権株式、上場議決権付株式

（複数の種類の議決権付株式を発行してい

る会社が発行するものに限る。）又は上場優

 



 

基準 基準の取扱い 

先株等（子会社連動配当株を除く。）に係る

株式の内容その他のスキームの変更 

ａｏ ａから前ａｎまでに掲げる事項のほか、

当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は

当該上場株券等に関する重要な事項であっ

て投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす

もの 

 

  

 （第三者割当に関する事項の開示の取扱い） 

 第１条の２ 基準第１条に規定する取扱いで定め

る事項は、次の各号に掲げる内容をいう。 

（１） 割当てを受ける者の払込みに要する財産

の存在について確認した内容 

（２） 次のａ及びｂに掲げる事項（ｂに掲げる

事項については、当取引所が必要と認める場合

に限る。） 

ａ 払込金額の算定根拠及びその具体的な内容 

ｂ 払込金額が割当てを受ける者に特に有利で

ないことに係る適法性に関する監査役又は

監査委員会の意見等 

（３）大規模な第三者割当に関する取締役会の判

断の妥当性を担保する措置を講じる場合は、そ

の内容 

（４） その他当取引所が投資判断上重要と認め

る事項 

  

 （発生事実に係る軽微基準） 

（２） 次のａからｘまでに掲げる事実のいずれ

かが発生した場合 

第２条 基準第１条に規定する取扱いで定める

基準のうち同条第２号に掲げる事実に係るも

のは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号

に定めることとする。 

ａ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程

で生じた損害 

（１） 基準第１条第２号ａに掲げる事実 

次のａからｃまでに掲げるもののいずれに

も該当すること。 

ａ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程

で生じた損害の額が直前事業年度の末日に

おける純資産額の１００分の３に相当する

額未満であると見込まれること。 

ｂ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程

で生じた損害の額が直前事業年度の経常利

益金額の１００分の３０に相当する額未満

であると見込まれること。 

ｃ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程

で生じた損害の額が直前事業年度の当期純

利益金額の１００分の３０に相当する額未

満であると見込まれること。 

ｂ 主要株主（法第１６３条第１項に規定する

主要株主をいう。以下同じ。）又は筆頭株主

（主要株主のうち所有株式数（他人（仮設人

を含む。）名義のものを含み、同項に規定す

る株式の所有の態様その他の事情を勘案し

て有価証券の取引等の規制に関する内閣府

 



 

基準 基準の取扱い 

令（平成１９年内閣府令第５９号。以下この

条及び次条において「取引規制府令」とい

う。）で定めるものを除く。）の最も多い株

主（優先出資法に規定する優先出資者を含

む。以下同じ。）をいう。以下同じ。）の異

動 

ｃ 特定有価証券（法第１６３条第１項に規定

する特定有価証券をいう。以下このｃにおい

て同じ。）又は特定有価証券に係るオプショ

ンの上場の廃止の原因となる事実 

 

ｄ 財産権上の請求に係る訴えが提起された

こと又は当該訴えについて判決があったこ

と若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若し

くは一部が裁判によらずに完結したこと。 

（２） 基準第１条第２号ｄに掲げる事実 

ａ 訴えが提起された場合 

訴訟の目的の価額が直前事業年度の末日

における純資産額の１００分の１５に相当

する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴

えの提起後直ちに訴えのとおり認められて

敗訴したとした場合、当該訴えの提起された

日の属する事業年度開始の日から３年以内

に開始する各事業年度においていずれも当

該敗訴による売上高の減少額が直前事業年

度の売上高の１００分の１０に相当する額

未満であると見込まれること。 

ｂ 訴えについて判決があった場合又は訴え

に係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によ

らずに完結した場合 

前ａに掲げる基準に該当する訴えの提起

に係る判決等（訴えについて判決があったこ

と又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部

が裁判によらずに完結したことをいう。以下

この条及び第４条において同じ。）の場合又

は前ａに掲げる基準に該当しない訴えの提

起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結

した場合であって、次の（ａ）から（ｄ）ま

でのいずれにも該当すること。 

（ａ） 判決等により上場会社の給付する財

産の額が直前事業年度の末日における純

資産額の１００分の３に相当する額未満

であると見込まれること。 

（ｂ） 判決等の日の属する事業年度開始の

日から３年以内に開始する各事業年度に

おいていずれも当該判決等による売上高

の減少額が直前事業年度の売上高の１０

０分の１０に相当する額未満であると見

込まれること。 

（ｃ） 判決等の日の属する事業年度開始の

日から３年以内に開始する各事業年度に

おいていずれも当該判決等による経常利

益の減少額が直前事業年度の経常利益金

額の１００分の３０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

（ｄ） 判決等の日の属する事業年度開始の

日から３年以内に開始する各事業年度に



 

基準 基準の取扱い 

おいていずれも当該判決等による当期純

利益の減少額が直前事業年度の当期純利

益金額の１００分の３０に相当する額未

満であると見込まれること。 

ｅ 事業の差止めその他これに準ずる処分を

求める仮処分命令の申立てがなされたこと

又は当該申立てについて裁判があったこと

若しくは当該申立てに係る手続の全部若し

くは一部が裁判によらずに完結したこと。 

（３） 基準第１条第２号ｅに掲げる事実 

ａ 仮処分命令の申立てがなされた場合 

当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申

立てのとおり発せられたとした場合、当該申

立ての日の属する事業年度開始の日から３

年以内に開始する各事業年度においていず

れも当該仮処分命令による売上高の減少額

が直前事業年度の売上高の１００分の１０

に相当する額未満であると見込まれること。 

ｂ 仮処分命令の申立てについての裁判があ

った場合又は当該申立てに係る手続の全部

若しくは一部が裁判によらずに完結した場

合 

前ａに掲げる基準に該当する申立てにつ

いての裁判等（申立てについて裁判があった

こと又は当該申立てに係る手続の全部若し

くは一部が裁判によらずに完結したことを

いう。以下この条及び第４条において同じ。）

の場合又は前ａに掲げる基準に該当しない

申立てに係る手続の一部が裁判によらずに

完結した場合であって、次の（ａ）から（ｃ）

までのいずれにも該当すること。 

（ａ） 裁判等の日の属する事業年度開始の

日から３年以内に開始する各事業年度に

おいていずれも当該裁判等による売上高

の減少額が直前事業年度の売上高の１０

０分の１０に相当する額未満であると見

込まれること。 

（ｂ） 裁判等の日の属する事業年度開始の

日から３年以内に開始する各事業年度に

おいていずれも当該裁判等による経常利

益の減少額が直前事業年度の経常利益金

額の１００分の３０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

（ｃ） 裁判等の日の属する事業年度開始の

日から３年以内に開始する各事業年度に

おいていずれも当該裁判等による当期純

利益の減少額が直前事業年度の当期純利

益金額の１００分の３０に相当する額未

満であると見込まれること。 

ｆ 免許の取消し、事業の停止その他これらに

準ずる行政庁による法令に基づく処分又は

行政庁による法令違反に係る告発 

（４） 基準第１条第２号ｆに掲げる事実 

ａ 法令に基づく処分を受けた場合 

法令に基づく処分を受けた日の属する事

業年度開始の日から３年以内に開始する各

事業年度においていずれも当該処分による

売上高の減少額が直前事業年度の売上高の

１００分の１０に相当する額未満であると

見込まれること。 



 

基準 基準の取扱い 

ｂ 法令違反に係る告発がなされた場合 

行政庁により法令違反に係る告発がなさ

れた事業部門等の直前事業年度の売上高が

上場会社の当該事業年度の売上高の１００

分の１０に相当する額未満であること。 

ｇ 支配株主又は財務諸表等規則第８条第１

７項第４号に規定するその他の関係会社の

異動 

 

ｈ 債権者その他の当該上場会社以外の者に

よる破産手続開始、再生手続開始、更生手続

開始又は企業担保権の実行の申立て又は通

告（以下「破産手続開始の申立て等」という。） 

 

ｉ 手形若しくは小切手の不渡り（支払資金の

不足を事由とするものに限る。）又は手形交

換所による取引停止処分（以下「不渡り等」

という。） 

 

ｊ 親会社等に係る破産手続開始の申立て等  

ｋ 債務者又は保証債務に係る主たる債務者

について不渡り等、破産手続開始の申立て等

その他これらに準ずる事実が生じたことに

より、当該債務者に対する売掛金、貸付金そ

の他の債権又は当該保証債務を履行した場

合における当該主たる債務者に対する求償

権について債務の不履行のおそれが生じた

こと。 

（５） 基準第１条第２号ｋに掲げる事実 

次のａからｃまでに掲げるもののいずれに

も該当すること。 

ａ 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権に

ついて当該債務の不履行のおそれのある額

が直前事業年度の末日における純資産額の

１００分の３に相当する額未満であると見

込まれること。 

ｂ 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権に

ついて当該債務の不履行のおそれのある額

が直前事業年度の経常利益金額の１００分

の３０に相当する額未満であると見込まれ

ること。 

ｃ 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権に

ついて当該債務の不履行のおそれのある額

が直前事業年度の当期純利益金額の１００

分の３０に相当する額未満であると見込ま

れること。 

ｌ 主要取引先（前事業年度における売上高又

は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額

の１００分の１０以上である取引先をいう。

以下同じ。）との取引の停止又は同一事由に

よる若しくは同一時期における複数の取引

先との取引の停止 

（６） 基準第１条第２号１に掲げる事実 

取引先との取引の停止の日の属する事業年

度開始の日から３年以内に開始する各事業年

度においていずれも当該取引の停止による売

上高の減少額が直前事業年度の売上高の１０

０分の１０に相当する額未満であると見込ま

れること。 

ｍ 債権者による債務の免除若しくは返済期

限の延長（債務の免除に準ずると当取引所が

認めるものに限る。）又は第三者による債務

の引受け若しくは弁済 

（７） 基準第１条第２号ｍに掲げる事実 

次のａからｃまでに掲げるもののいずれに

も該当すること。 

ａ 債務の免除の額又は債務の引受け若しく

は弁済の額（債務の返済期限の延長の場合に

は、当該債務の額）が直前事業年度の末日に

おける債務の総額の１００分の１０に相当

する額未満であること。 

ｂ 債務の免除若しくは債務の返済期限の延

長又は債務の引受け若しくは弁済による経



 

基準 基準の取扱い 

常利益の増加額が直前事業年度の経常利益

金額の１００分の３０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

ｃ 債務の免除若しくは債務の返済期限の延

長又は債務の引受け若しくは弁済による当

期純利益の増加額が直前事業年度の当期純

利益金額の１００分の３０に相当する額未

満であると見込まれること。 

ｎ 資源の発見 （８） 基準第１条第２号ｎに掲げる事実 

発見された資源の採掘又は採取を開始する

事業年度開始の日から３年以内に開始する各

事業年度においていずれも当該資源を利用す

る事業による売上高の増加額が直前事業年度

の売上高の１００分の１０に相当する額未満

であると見込まれること。 

ｏ 株主（優先出資法に規定する普通出資者を

含む。次のｐにおいて同じ。）による株式若

しくは新株予約権の発行又は自己株式の処

分の差止めの請求 

 

ｐ 株主による株主総会（普通出資者総会又は

優先出資者総会を含む。）の招集の請求 

 

ｑ 保有有価証券（当該上場会社の子会社等の

株式以外の国内の金融商品取引所に上場し

ている有価証券に限る。）の全部又は一部に

ついて、事業年度又は四半期会計期間の末日

における時価額（当該日の金融商品取引所に

おける最終価格（当該最終価格がないとき

は、その日前における直近の金融商品取引所

における最終価格）により算出した価額）が

帳簿価額を下回ったこと（当該上場会社が有

価証券の評価方法として原価法を採用して

いる場合に限る。）。 

（９） 基準第１条第２号ｑに掲げる事実 

次のａ及びｂに掲げるもののいずれにも該

当すること。 

ａ 各有価証券について時価額が帳簿価額を

下回っている金額を合計した額が、直前事業

年度の経常利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であること。 

ｂ 各有価証券について時価額が帳簿価額を

下回っている金額を合計した額が、直前事業

年度の当期純利益金額の１００分の３０に

相当する額未満であること。 

ｒ 社債に係る期限の利益の喪失  

ｓ 有価証券報告書若しくは発行者情報又は

四半期報告書に記載される財務諸表等又は

四半期財務諸表等の監査証明等を行う監査

法人の異動（業務執行を決定する機関が、当

該監査法人の異動を行うことについての決

定をした場合（当該決定に係る事項を行わな

いことを決定した場合を含む。）において、

前号の規定に基づきその内容を開示した場

合を除く。） 

 

ｔ 監査法人による監査証明府令第３条第１

項の監査報告書又は四半期レビュー報告書

（監査法人に相当する者による監査証明に

相当する証明に係る監査報告書又は四半期

レビュー報告書を含む。）を添付した有価証

券報告書又は四半期報告書を、内閣総理大臣

等に対して、法第２４条第１項又は法第２４

条の４の７第１項に定める期間内に提出で

きる見込みのないこと及び当該期間内に提

出しなかったこと（当該期間内に提出できる
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見込みのない旨の開示を行った場合を除

く。）並びにこれらの開示を行った後提出し

たこと（当該期間の延長に係る内閣総理大臣

等の承認を受けたことを含む。）。 

ｕ 財務諸表等に添付される監査報告書又は

四半期財務諸表等に添付される四半期レビ

ュー報告書について、継続企業の前提に関す

る事項を除外事項として監査法人の「除外事

項を付した限定付適正意見」若しくは「除外

事項を付した限定付結論」又は監査法人の

「不適正意見」若しくは「否定的結論」若し

くは「意見の表明をしない」若しくは「結論

の表明をしない」旨（特定事業会社にあって

は、継続企業の前提に関する事項を除外事項

として監査法人の「除外事項を付した限定付

意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表

示していない意見」及び「意見の表明をしな

い」旨を含む。）が記載されることとなった

こと。 

 

ｖ 内部統制報告書に対する内部統制監査報

告書について、「不適正意見」又は「意見の

表明をしない」旨が記載されることとなった

こと。 

 

ｗ 株式事務代行委託契約の解除の通知の受

領その他株式事務を株式事務代行機関に委

託しないこととなるおそれが生じたこと又

は株式事務を株式事務代行機関に委託しな

いこととなったこと。 

 

ｘ ａから前ｗまでに掲げる事実のほか、当該

上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該

上場株券等に関する重要な事実であって投

資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの 

 

  

（子会社等の情報の開示） 

第２条 上場会社は、その子会社等が次の各号のい

ずれかに該当する場合（第１号に掲げる事項及び

第２号に掲げる事実にあっては取扱いで定める

基準に該当するものその他の投資者の投資判断

に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認める

ものを、第３号ａに定める法第１６６条第２項第

５号に掲げる事項及び第３号ｂに定める法第１

６６条第２項第６号に掲げる事実にあっては投

資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとし

て取引規制府令で定める基準に該当するものを

除く。）は、直ちにその内容を開示しなければな

らない。 

（子会社等の決定事実に係る軽微基準） 

第３条 基準第２条に規定する投資者の投資判断

に及ぼす影響が軽微なものとして定める基準の

うち同条第１号に掲げる事項に係るものは、次の

各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めること

とする。ただし、基準第１条第１号ｑに規定する

上場外国会社（当取引所が必要と認める者に限

る。）については、当取引所が定めるところによ

る。 

 

（１） 上場会社の子会社等の業務執行を決定す

る機関が、当該子会社等について次のａからｓ

までに掲げる事項のいずれかを行うことにつ

いての決定をした場合（当該決定に係る事項を

行わないことを決定した場合を含む。） 

 



 

基準 基準の取扱い 

ａ 株式交換 

 

（１） 基準第２条第１号ａに掲げる事項 

次のａからｄまでに掲げるもののいずれに

も該当すること。 

ａ 当該株式交換による連結会社（上場会社を

連結財務諸表提出会社とする連結会社をい

う。以下この条及び次条において同じ。）の

資産の額の減少額又は増加額が直前連結会

計年度の末日における連結純資産額（連結財

務諸表における純資産額をいう。以下この条

及び次条において同じ。）の１００分の３０

に相当する額未満であると見込まれること。 

ｂ 当該株式交換による連結会社の売上高の

減少額又は増加額が直前連結会計年度の売

上高の１００分の１０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

ｃ 当該株式交換による連結会社の連結経常

利益の増加額又は減少額が直前連結会計年

度の連結経常利益金額の１００分の３０に

相当する額未満であると見込まれること。 

ｄ 当該株式交換による連結会社の連結当期

純利益の増加額又は減少額が直前連結会計

年度の連結当期純利益金額の１００分の３

０に相当する額未満であると見込まれるこ

と。 

 

ｂ 株式移転 （２） 基準第２条第１号ｂに掲げる事項 

次のａからｄまでに掲げるもののいずれに

も該当すること。 

ａ 当該株式移転による連結会社の資産の額

の減少額又は増加額が直前連結会計年度の

末日における連結純資産額の１００分の３

０に相当する額未満であると見込まれるこ

と。 

ｂ 当該株式移転による連結会社の売上高の

減少額又は増加額が直前連結会計年度の売

上高の１００分の１０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

ｃ 当該株式移転による連結会社の連結経常

利益の増加額又は減少額が直前連結会計年

度の連結経常利益金額の１００分の３０に

相当する額未満であると見込まれること。 

ｄ 当該株式移転による連結会社の連結当期

純利益の増加額又は減少額が直前連結会計

年度の連結当期純利益金額の１００分の３

０に相当する額未満であると見込まれるこ

と。 

 

ｃ 合併 （３） 基準第２条第１号ｃに掲げる事項 

次のａからｄまでに掲げるもののいずれに

も該当すること。 

ａ 当該合併による連結会社の資産の額の減

少額又は増加額が直前連結会計年度の末日



 

基準 基準の取扱い 

における連結純資産額の１００分の３０に

相当する額未満であると見込まれること。 

ｂ 当該合併による連結会社の売上高の減少

額又は増加額が直前連結会計年度の売上高

の１００分の１０に相当する額未満である

と見込まれること。 

ｃ 当該合併による連結会社の連結経常利益

の増加額又は減少額が直前連結会計年度の

連結経常利益金額の１００分の３０に相当

する額未満であると見込まれること。 

ｄ 当該合併による連結会社の連結当期純利

益の増加額又は減少額が直前連結会計年度

の連結当期純利益金額の１００分の３０に

相当する額未満であると見込まれること。 

 

ｄ 会社分割 （４） 基準第２条第１号ｄに掲げる事項 

次のａからｄまでに掲げるもののいずれに

も該当すること。 

ａ 当該会社分割による連結会社の資産の額

の減少額又は増加額が直前連結会計年度の

末日における連結純資産額の１００分の３

０に相当する額未満であると見込まれるこ

と。 

ｂ 当該会社分割による連結会社の売上高の

減少額又は増加額が直前連結会計年度の売

上高の１００分の１０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

ｃ 当該会社分割による連結会社の連結経常

利益の増加額又は減少額が直前連結会計年

度の連結経常利益金額の１００分の３０に

相当する額未満であると見込まれること。 

ｄ 当該会社分割による連結会社の連結当期

純利益の増加額又は減少額が直前連結会計

年度の連結当期純利益金額の１００分の３

０に相当する額未満であると見込まれるこ

と。 

 

ｅ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 

 

（５） 基準第２条第１号ｅに掲げる事項 

次のａからｄまでに掲げるもののいずれに

も該当すること。 

ａ 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会

社の資産の額の減少額又は増加額が直前連

結会計年度の末日における連結純資産額の

１００分の３０に相当する額未満であると

見込まれること。 

ｂ 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会

社の売上高の減少額又は増加額が直前連結

会計年度の売上高の１００分の１０に相当

する額未満であると見込まれること。 

ｃ 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会

社の連結経常利益の増加額又は減少額が直

前連結会計年度の連結経常利益金額の１０
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０分の３０に相当する額未満であると見込

まれること。 

ｄ 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会

社の連結当期純利益の増加額又は減少額が

直前連結会計年度の連結当期純利益金額の

１００分の３０に相当する額未満であると

見込まれること。 

 

ｆ 解散（合併による解散を除く。） 

 

（６） 基準第２条第１号ｆに掲げる事項 

次のａからｄまでに掲げるもののいずれに

も該当すること。 

ａ 当該解散による連結会社の資産の額の減

少額が直前連結会計年度の末日における連

結純資産額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。 

ｂ 当該解散による連結会社の売上高の減少

額が直前連結会計年度の売上高の１００分

の１０に相当する額未満であると見込まれ

ること。 

ｃ 当該解散による連結会社の連結経常利益

の増加額又は減少額が直前連結会計年度の

連結経常利益金額の１００分の３０に相当

する額未満であると見込まれること。 

ｄ 当該解散による連結会社の連結当期純利

益の増加額又は減少額が直前連結会計年度

の連結当期純利益金額の１００分の３０に

相当する額未満であると見込まれること。 

 

ｇ 新製品又は新技術の企業化 

 

（７） 基準第２条第１号ｇに掲げる事項 

新製品の販売又は新技術を利用する事業の

開始予定日の属する連結会計年度開始の日か

ら３年以内に開始する各連結会計年度におい

ていずれも当該新製品又は新技術の企業化に

よる売上高の増加額が直前連結会計年度の売

上高の１００分の１０に相当する額未満であ

ると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新

技術を利用する事業の開始のために特別に支

出する額の合計額が連結会社の直前連結会計

年度の末日における固定資産の帳簿価額の１

００分の１０に相当する額未満であると見込

まれること。 

 

ｈ 業務上の提携又は業務上の提携の解消 

 

（８） 基準第２条第１号ｈに掲げる事項 

ａ 業務上の提携を行う場合 

当該業務上の提携の予定日の属する連結

会計年度開始の日から３年以内に開始する

各連結会計年度においていずれも当該業務

上の提携による連結会社の売上高の増加額

が直前連結会計年度の売上高の１００分の

１０に相当する額未満であると見込まれ、か

つ、次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる場合にお

いては、当該（ａ）又は（ｂ）のそれぞれに



 

基準 基準の取扱い 

定める基準に該当すること。 

（ａ） 資本提携を伴う業務上の提携を行う

場合 

当該資本提携につき、相手方の会社の株

式又は持分を新たに取得する場合にあっ

ては、新たに取得する株式又は持分の取得

価額が連結会社の直前連結会計年度の末

日における連結純資産額と連結財務諸表

における資本金の額（以下この条において

「連結資本金額」という。）とのいずれか

少なくない金額の１００分の１０に相当

する額未満であると見込まれ、相手方に株

式を新たに取得される場合にあっては、新

たに取得される株式の数が当該子会社等

の直前事業年度の末日における発行済株

式の総数の１００分の５以下であると見

込まれること。 

（ｂ） 業務上の提携により他の会社と共同

して新会社を設立する場合（当該新会社の

設立が孫会社（基準第２条第１号ｉに規定

する孫会社をいう。以下同じ。）の設立に

該当する場合を除く。） 

新会社の設立の予定日から３年以内に

開始する当該新会社の各事業年度の末日

における総資産の帳簿価額に新会社設立

時の出資比率を乗じて得たものがいずれ

も連結会社の直前連結会計年度の末日に

おける連結純資産額の１００分の３０に

相当する額未満であると見込まれ、かつ、

当該新会社の当該各事業年度における売

上高に出資比率を乗じて得たものがいず

れも連結会社の直前連結会計年度の売上

高の１００分の１０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

ｂ 業務上の提携の解消を行う場合 

当該業務上の提携の解消の予定日の属す

る連結会計年度開始の日から３年以内に開

始する各連結会計年度においていずれも当

該業務上の提携の解消による連結会社の売

上高の減少額が直前連結会計年度の売上高

の１００分の１０に相当する額未満である

と見込まれ、かつ、次の（ａ）又は（ｂ）に

掲げる場合においては、当該（ａ）又は（ｂ）

のそれぞれに定める基準に該当すること。 

（ａ） 資本提携を伴う業務上の提携を解消

する場合 

当該資本提携の解消につき、相手方の会

社の株式又は持分を取得している場合に

あっては、取得している株式又は持分の帳

簿価額が連結会社の直前連結会計年度の

末日における連結純資産額と連結資本金

額とのいずれか少なくない金額の１００



 

基準 基準の取扱い 

分の１０に相当する額未満であり、相手方

に株式を取得されている場合にあっては、

取得されている株式の数が当該子会社等

の直前事業年度の末日における発行済株

式の総数の１００分の５以下であること。 

（ｂ） 他の会社と共同して新会社を設立し

て行っている業務上の提携を解消する場

合 

新会社の直前事業年度の末日における

当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比

率を乗じて得たものが連結会社の直前連

結会計年度の末日における連結純資産額

の１００分の３０に相当する額未満であ

り、かつ、当該新会社の直前事業年度の売

上高に出資比率を乗じて得たものが連結

会社の直前連結会計年度の売上高の１０

０分の１０に相当する額未満であること。 

 

ｉ 孫会社（施行令第２９条第２号に規定する

孫会社をいい、上場外国会社（当取引所が必

要と認める者に限る。）にあっては、その子

会社等の子会社等をいう。以下同じ。）の異

動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その

他の孫会社の異動を伴う事項 

（９） 基準第２条第１号ｉに掲げる事項 

次のａからｇまでに掲げるもののいずれに

も該当すること。 

ａ 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直

前事業年度の末日における総資産の帳簿価

額（新たに孫会社を設立する場合には、孫会

社の設立の予定日から３年以内に開始する

当該孫会社の各事業年度の末日における総

資産の帳簿価額の見込額）が連結会社の直前

連結会計年度の末日における連結純資産額

の１００分の３０に相当する額未満である

こと。 

ｂ 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直

前事業年度の売上高（新たに孫会社を設立す

る場合には、孫会社の設立の予定日から３年

以内に開始する当該孫会社の各事業年度の

売上高の見込額）が連結会社の直前連結会計

年度の売上高の１００分の１０に相当する

額未満であること。 

ｃ 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直

前事業年度の経常利益金額（新たに孫会社を

設立する場合には、孫会社の設立の予定日か

ら３年以内に開始する当該孫会社の各事業

年度の経常利益金額の見込額）が連結会社の

直前連結会計年度の連結経常利益金額の１

００分の３０に相当する額未満であること。 

ｄ 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直

前事業年度の当期純利益金額（新たに孫会社

を設立する場合には、孫会社の設立の予定日

から３年以内に開始する当該孫会社の各事

業年度の当期純利益金額の見込額）が連結会

社の直前連結会計年度の連結当期純利益金

額の１００分の３０に相当する額未満であ

ること。 
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ｅ 上場会社の直前事業年度における孫会社

又は新たに孫会社となる会社からの仕入高

（新たに孫会社を設立する場合には、孫会社

の設立の予定日から３年以内に開始する連

結会社の各事業年度における当該孫会社か

らの仕入高の見込額）が上場会社の直前事業

年度の仕入高の総額の１００分の１０に相

当する額未満であること。 

ｆ 上場会社の直前事業年度における孫会社

又は新たに孫会社となる会社に対する売上

高（新たに孫会社を設立する場合には、孫会

社の設立の予定日から３年以内に開始する

連結会社の各連結会計年度における当該孫

会社に対する売上高の見込額）が上場会社の

直前事業年度の売上高の総額の１００分の

１０に相当する額未満であること。 

ｇ 孫会社又は新たに孫会社となる会社の資

本金の額又は出資の額が上場会社の資本金

の額の１００分の１０に相当する額未満で

あること。 

 

ｊ 固定資産の譲渡又は取得 

 

（１０） 基準第２条第１号ｊに掲げる事項 

ａ 固定資産を譲渡する場合 

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるものの

いずれにも該当すること。 

（ａ） 連結会社の直前連結会計年度の末日

における当該固定資産の帳簿価額が同日

における連結純資産額の１００分の３０

に相当する額未満であること。 

（ｂ） 当該固定資産の譲渡の予定日の属す

る連結会計年度において当該固定資産の

譲渡による連結経常利益の増加額又は減

少額が連結会社の直前連結会計年度の連

結経常利益金額の１００分の３０に相当

する額未満であると見込まれること。 

（ｃ） 当該固定資産の譲渡の予定日の属す

る連結会計年度において当該固定資産の

譲渡による連結当期純利益の増加額又は

減少額が連結会社の直前連結会計年度の

連結当期純利益金額の１００分の３０に

相当する額未満であると見込まれること。 

ｂ 固定資産を取得する場合 

当該固定資産の取得価額が連結会社の直

前連結会計年度の末日における連結純資産

額の１００分の３０に相当する額未満であ

ると見込まれること。 

 

ｋ リースによる固定資産の賃貸借 

 

（１１） 基準第２条第１号ｋに掲げる事項 

ａ リースによる固定資産の賃貸を行う場合 

連結会社の直前連結会計年度の末日にお

ける当該固定資産の帳簿価額が、同日におけ

る連結純資産額の１００分の３０に相当す
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る額未満であること。 

ｂ リースによる固定資産の賃借を行う場合 

当該固定資産のリース金額の総額が連結

会社の直前連結会計年度の末日における連

結純資産額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。 

 

ｌ 事業の全部又は一部の休止又は廃止 

 

（１２） 基準第２条第１号ｌに掲げる事項 

次のａからｃまでに掲げるもののいずれに

も該当すること。 

ａ 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予

定日の属する連結会計年度開始の日から３

年以内に開始する各連結会計年度において

いずれも当該休止又は廃止による売上高の

減少額が直前連結会計年度の売上高の１０

０分の１０に相当する額未満であると見込

まれること。 

ｂ 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予

定日の属する連結会計年度開始の日から３

年以内に開始する各連結会計年度において

いずれも当該休止又は廃止による連結経常

利益の増加額又は減少額が直前連結会計年

度の連結経常利益金額の１００分の３０に

相当する額未満であると見込まれること。 

ｃ 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予

定日の属する連結会計年度開始の日から３

年以内に開始する各連結会計年度において

いずれも当該休止又は廃止による連結当期

純利益の増加額又は減少額が直前連結会計

年度の連結当期純利益金額の１００分の３

０に相当する額未満であると見込まれるこ

と。 

 

ｍ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続

開始の申立て 

 

 

ｎ 新たな事業の開始 

 

（１３） 基準第２条第１号ｎに掲げる事項 

新たな事業の開始の予定日の属する連結会

計年度開始の日から３年以内に開始する各連

結会計年度においていずれも当該新たな事業

の開始による売上高の増加額が直前連結会計

年度の売上高の１００分の１０に相当する額

未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業

の開始のために特別に支出する額の合計額が

直前連結会計年度の末日における固定資産の

帳簿価額の１００分の１０に相当する額未満

であると見込まれること。 

 

ｏ 法第２７条の２第１項に規定する株券等

の同項に規定する公開買付け（同項本文の規

定の適用を受ける場合に限る。）又は法第２

４条の６第１項に規定する上場株券等の法
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第２７条の２２の２第１項に規定する公開

買付け 

 

ｐ 商号又は名称の変更 

 

（１４） 基準第２条第１号ｐに掲げる事項 

次のａからｄまでに掲げるもののいずれに

も該当すること。 

ａ 当該子会社等に係る直前事業年度の末日

における純資産額又は債務超過額が連結会

社に係る直前連結会計年度の末日における

連結純資産額の１００分の３０に相当する

額未満であること。 

ｂ 当該子会社等の直前事業年度の売上高が

連結会社の直前連結会計年度の売上高の１

００分の１０に相当する額未満であること。 

ｃ 当該子会社等の直前事業年度の経常利益

金額が連結会社の直前連結会計年度の連結

経常利益金額の１００分の３０に相当する

額未満であること。 

ｄ 当該子会社等の直前事業年度の当期純利益

金額が連結会社の直前連結会計年度の連結当

期純利益金額の１００分の３０に相当する額

未満であること。 

ｑ 預金保険法第７４条第５項の規定による

申出 

 

ｒ 特定債務等の調整の促進のための特定調

停に関する法律に基づく特定調停手続によ

る調停の申立て 

（１５） 基準第２条第１号ｒに掲げる事項 

当該子会社等の希望する調停条項において

調停の対象となる金銭債務の総額が、直前連結

会計年度の末日における債務の総額の１００

分の１０に相当する額未満であること。 

 

ｓ ａから前ｒまでに掲げる事項のほか、当該

上場会社の子会社等の運営、業務又は財産に

関する重要な事項であって投資者の投資判

断に著しい影響を及ぼすもの 

 

（２） 上場会社の子会社等に次のａからｌまで

に掲げる事実のいずれかが発生した場合 

 

（子会社等の発生事実に係る軽微基準） 

第４条 基準第２条に規定する投資者の投資判

断に及ぼす影響が軽微なものとして定める基

準のうち同条第２号に掲げる事実に係るもの

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に

定めることとする。ただし、基準第１条第１号

ｑに規定する上場外国会社（当取引所が必要と

認める者に限る。）については、当取引所が定

めるところによる。 

ａ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程

で生じた損害 

 

（１） 基準第２条第２号ａに掲げる事実 

次のａからｃまでに掲げるもののいずれに

も該当すること。 

ａ 当該災害に起因する損害又は業務遂行の

過程で生じた損害による被害を受けた資産

の帳簿価額が連結会社に係る直前連結会計

年度の末日における連結純資産額の１００

分の３に相当する額未満であること。 

ｂ 当該災害に起因する損害又は業務遂行の
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過程で生じた損害による連結会社の連結経

常利益の増加額又は減少額が直前連結会計

年度の連結経常利益金額の１００分の３０

に相当する額未満であると見込まれること。 

ｃ 当該災害に起因する損害又は業務遂行の

過程で生じた損害による連結会社の連結当

期純利益の増加額又は減少額が直前連結会

計年度の連結当期純利益金額の１００分の

３０に相当する額未満であると見込まれる

こと。 

 

ｂ 財産権上の請求に係る訴えが提起された

こと又は当該訴えについて判決があったこ

と若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若し

くは一部が裁判によらずに完結したこと。 

 

（２） 基準第２条第２号ｂに掲げる事実 

ａ 訴えが提起された場合 

訴訟の目的の価額が連結会社に係る直前

連結会計年度の末日における連結純資産額

の１００分の１５に相当する額未満であり、

かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴

えのとおり認められて敗訴したとした場合、

当該訴えの提起された日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始する各連

結会計年度においていずれも当該敗訴によ

る売上高の減少額が直前連結会計年度の売

上高の１００分の１０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

ｂ 訴えについて判決があった場合又は訴え

に係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によ

らずに完結した場合 

前ａに掲げる基準に該当する訴えの提起

に係る判決等の場合又は前ａに掲げる基準

に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部

が裁判によらずに完結した場合であって、次

の（ａ）から（ｄ）までのいずれにも該当す

ること。 

（ａ） 判決等により給付する財産の額が連

結会社に係る直前連結会計年度の末日に

おける連結純資産額の１００分の３に相

当する額未満であると見込まれること。 

（ｂ） 判決等の日の属する連結会計年度開

始の日から３年以内に開始する各連結会

計年度においていずれも当該判決等によ

る売上高の減少額が直前連結会計年度の

売上高の１００分の１０に相当する額未

満であると見込まれること。 

（ｃ） 判決等の日の属する連結会計年度開

始の日から３年以内に開始する各連結会

計年度においていずれも当該判決等によ

る連結経常利益の減少額が直前連結会計

年度の連結経常利益金額の１００分の３

０に相当する額未満であると見込まれる

こと。 

（ｄ） 判決等の日の属する連結会計年度開

始の日から３年以内に開始する各連結会
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計年度においていずれも当該判決等によ

る連結当期純利益の減少額が直前連結会

計年度の連結当期純利益金額の１００分

の３０に相当する額未満であると見込ま

れること。 

 

ｃ 事業の差止めその他これに準ずる処分を

求める仮処分命令の申立てがなされたこと

又は当該申立てについて裁判があったこと

若しくは当該申立てに係る手続の全部若し

くは一部が裁判によらずに完結したこと。 

 

（３） 基準第２条第２号ｃに掲げる事実 

ａ 仮処分命令の申立てがなされた場合 

当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申

立てのとおり発せられたとした場合、当該申

立ての日の属する連結会計年度開始の日か

ら３年以内に開始する各連結会計年度にお

いていずれも当該仮処分命令による売上高

の減少額が直前連結会計年度の売上高の１

００分の１０に相当する額未満であると見

込まれること。 

ｂ 仮処分命令の申立てについての裁判があ

った場合又は当該申立てに係る手続の全部

若しくは一部が裁判によらずに完結した場

合 

前ａに掲げる基準に該当する申立てにつ

いての裁判等の場合又は前ａに掲げる基準

に該当しない申立てに係る手続の一部が裁

判によらずに完結した場合であって、次の

（ａ）から（ｃ）までのいずれにも該当する

こと。 

（ａ） 裁判等の日の属する連結会計年度開

始の日から３年以内に開始する各連結会

計年度においていずれも当該裁判等によ

る売上高の減少額が直前連結会計年度の

売上高の１００分の１０に相当する額未

満であると見込まれること。 

（ｂ） 裁判等の日の属する連結会計年度開

始の日から３年以内に開始する各連結会

計年度においていずれも当該裁判等によ

る連結経常利益の減少額が直前連結会計

年度の連結経常利益金額の１００分の３

０に相当する額未満であると見込まれる

こと。 

（ｃ） 裁判等の日の属する連結会計年度開

始の日から３年以内に開始する各連結会

計年度においていずれも当該裁判等によ

る連結当期純利益の減少額が直前連結会

計年度の連結当期純利益金額の１００分

の３０に相当する額未満であると見込ま

れること。 

 

ｄ 免許の取消し、事業の停止その他これらに

準ずる行政庁による法令に基づく処分又は

行政庁による法令違反に係る告発 

 

（４） 基準第２条第２号ｄに掲げる事実 

ａ 法令に基づく処分を受けた場合 

法令に基づく処分を受けた日の属する連

結会計年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも当該処



 

基準 基準の取扱い 

分による売上高の減少額が直前連結会計年

度の売上高の１００分の１０に相当する額

未満であると見込まれること。 

ｂ 法令違反に係る告発がなされた場合 

行政庁により法令違反に係る告発がなさ

れた事業部門等の直前連結会計年度の売上

高が連結会社の当該連結会計年度の売上高

の１００分の１０に相当する額未満である

こと。 

 

ｅ 債権者その他の当該子会社等以外の者に

よる破産手続開始の申立て等 

 

ｆ 不渡り等  

ｇ 孫会社に係る破産手続開始の申立て等  

ｈ 債務者又は保証債務に係る主たる債務者

について不渡り等、破産手続開始の申立て等

その他これらに準ずる事実が生じたことに

より、当該債務者に対する売掛金、貸付金そ

の他の債権又は当該保証債務を履行した場

合における当該主たる債務者に対する求償

権について債務の不履行のおそれが生じた

こと。 

 

（５） 基準第２条第２号ｈに掲げる事実 

次のａからｃまでに掲げるもののいずれに

も該当すること。 

ａ 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権に

ついて当該債務の不履行のおそれのある額

が連結会社の直前連結会計年度の末日にお

ける連結純資産額の１００分の３に相当す

る額未満であると見込まれること。 

ｂ 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権に

ついて当該債務の不履行のおそれのある額

が直前連結会計年度の連結経常利益金額の

１００分の３０に相当する額未満であると

見込まれること。 

ｃ 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権に

ついて当該債務の不履行のおそれのある額

が直前連結会計年度の連結当期純利益金額

の１００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。 

 

ｉ 主要取引先との取引の停止又は同一事由

による若しくは同一時期における複数の取

引先との取引の停止 

 

（６） 基準第２条第２号ｉに掲げる事実 

取引先との取引の停止の日の属する連結会

計年度開始の日から３年以内に開始する各連

結会計年度においていずれも当該取引の停止

による売上高の減少額が直前連結会計年度の

売上高の１００分の１０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

 

ｊ 債権者による債務の免除若しくは返済期

限の延長（債務の免除に準ずると当取引所が

認めるものに限る。）又は第三者による債務

の引受け若しくは弁済 

 

（７） 基準第２条第２号ｊに掲げる事実 

次のａからｃまでに掲げるもののいずれに

も該当すること。 

ａ 債務の免除の額又は債務の引受け若しく

は弁済の額（債務の返済期限の延長の場合に

は、当該債務の額）が直前連結会計年度の末

日における債務の総額の１００分の１０に

相当する額未満であること。 

ｂ 債務の免除若しくは債務の返済期限の延

長又は債務の引受け若しくは弁済による連

結経常利益の増加額が直前連結会計年度の



 

基準 基準の取扱い 

連結経常利益金額の１００分の３０に相当

する額未満であると見込まれること。 

ｃ 債務の免除若しくは債務の返済期限の延

長又は債務の引受け若しくは弁済による連

結当期純利益の増加額が直前連結会計年度

の連結当期純利益金額の１００分の３０に

相当する額未満であると見込まれること。 

 

ｋ 資源の発見 

 

（８） 基準第２条第２号ｋに掲げる事実 

発見された資源の採掘又は採取を開始する

連結会計年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも当該資源

を利用する事業による売上高の増加額が直前

連結会計年度の売上高の１００分の１０に相

当する額未満であると見込まれること。 

 

ｌ ａから前ｋまでに掲げる事実のほか、当該

子会社等の運営、業務又は財産に関する重要

な事実であって投資者の投資判断に著しい

影響を及ぼすもの 

 

 

（３） 上場会社が連動子会社（取引規制府令第

４９条第１１号に規定する連動子会社をいう。

以下この号及び次条第３項において同じ。）を

有している場合には、前２号のほか、当該連動

子会社が次のａ又はｂに該当する場合 

 

ａ 連動子会社の業務執行を決定する機関が

当該連動子会社について法第１６６条第２

項第５号イからチまでに掲げる事項を行う

ことについての決定をした場合（当該決定に

係る事項を行わないことを決定した場合を

含む。） 

 

ｂ 連動子会社に法第１６６条第２項第６号

イ又はロに掲げる事実が発生した場合 

 

 

（予想値の修正等） 

第３条 上場会社は、当該上場会社の売上高、営業

利益、経常利益若しくは純利益又は当該会社の属

する企業集団の売上高、営業利益、経常利益若し

くは純利益について、公表がされた直近の予想値

（当該予想値がない場合は、公表がされた前事業

年度又は前連結会計年度の実績値）に比較して当

該上場会社が新たに算出した予想値又は当事業

年度若しくは当連結会計年度の決算において差

異（投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なもの

として取扱いで定める基準に該当するものに限

る。）が生じた場合は、直ちにその内容を開示し

なければならない。 

 

（上場会社の予想値の修正） 

第５条 基準第３条第１項に規定する投資者の投

資判断に及ぼす影響が重要なものとして定める

基準は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号

に定めることとする。 

（１） 売上高 

新たに算出した予想値又は当事業年度の決

算における数値を公表がされた直近の予想値

（当該予想値がない場合は、公表がされた前事

業年度の実績値）で除して得た数値が１．１以

上又は０．９以下であること。 

（２） 営業利益 

新たに算出した予想値又は当事業年度の決

算における数値を公表がされた直近の予想値

（当該予想値がない場合は、公表がされた前事

業年度の実績値）で除して得た数値が１．３以



 

基準 基準の取扱い 

上又は０．７以下（公表がされた直近の予想値

又は当該予想値がない場合における公表がさ

れた前事業年度の実績値がゼロの場合はすべ

てこの基準に該当することとする。）であるこ

と。 

（３） 経常利益 

新たに算出した予想値又は当事業年度の決

算における数値を公表がされた直近の予想値

（当該予想値がない場合は、公表がされた前事

業年度の実績値）で除して得た数値が１．３以

上又は０．７以下（公表がされた直近の予想値

又は当該予想値がない場合における公表がさ

れた前事業年度の実績値がゼロの場合はすべ

てこの基準に該当することとする。）であるこ

と。 

（４） 純利益 

新たに算出した予想値又は当事業年度の決

算における数値を公表がされた直近の予想値

（当該予想値がない場合は、公表がされた前事

業年度の実績値）で除して得た数値が１．３以

上又は０．７以下（公表がされた直近の予想値

又は当該予想値がない場合における公表がさ

れた前事業年度の実績値がゼロの場合はすべ

てこの基準に該当することとする。）であるこ

と。 

（５） 企業集団の売上高 

新たに算出した予想値又は当連結会計年度

の決算における数値を公表がされた直近の予

想値（当該予想値がない場合は、公表がされた

前連結会計年度の実績値）で除して得た数値が

１．１以上又は０．９以下であること。 

（６） 企業集団の営業利益 

新たに算出した予想値又は当連結会計年度

の決算における数値を公表がされた直近の予

想値（当該予想値がない場合は、公表がされた

前連結会計年度の実績値）で除して得た数値が

１．３以上又は０．７以下（公表がされた直近

の予想値又は当該予想値がない場合における

公表がされた前連結会計年度の実績値がゼロ

の場合はすべてこの基準に該当することとす

る。）であること。 

（７） 企業集団の経営利益 

新たに算出した予想値又は当連結会計年度

の決算における数値を公表がされた直近の予

想値（当該予想値がない場合は、公表がされた

前連結会計年度の実績値）で除して得た数値が

１．３以上又は０．７以下（公表がされた直近

の予想値又は当該予想値がない場合における

公表がされた前連結会計年度の実績値がゼロ

の場合はすべてこの基準に該当することとす

る。）であること。 

（８） 企業集団の純利益 



 

基準 基準の取扱い 

新たに算出した予想値又は当連結会計年度

の決算における数値を公表がされた直近の予

想値（当該予想値がない場合は、公表がされた

前連結会計年度の実績値）で除して得た数値が

１．３以上又は０．７以下（公表がされた直近

の予想値又は当該予想値がない場合における

公表がされた前連結会計年度の実績値がゼロ

の場合はすべてこの基準に該当することとす

る。）であること。 

 

２ 上場会社は、当該上場会社の剰余金の配当につ

いて予想値を算出した場合は、直ちにその内容を

開示しなければならない。 

 

 

３ 上場会社は、その子会社等（施行令第２７条の

２各号に掲げる有価証券の発行者及び連動子会

社に限る。）の売上高、営業利益、経常利益又は

純利益について、公表がされた直近の予想値（当

該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度

の実績値）に比較して当該子会社等が新たに算出

した予想値又は当事業年度の決算において差異

（投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なもの

として取扱いで定める基準に該当するものに限

る。）が生じた場合は、直ちにその内容を開示し

なければならない。 

（子会社等の予想値の修正） 

第６条 基準第３条第３項に規定する投資者の投

資判断に及ぼす影響が重要なものとして定める

基準は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号

に定めることとする。 

（１） 売上高 

新たに算出した予想値又は当事業年度の決

算における数値を公表がされた直近の予想値

（当該予想値がない場合は、公表がされた前事

業年度の実績値）で除して得た数値が１．１以

上又は０．９以下であること。 

（２） 営業利益 

新たに算出した予想値又は当事業年度の決

算における数値を公表がされた直近の予想値

（当該予想値がない場合は、公表がされた前事

業年度の実績値）で除して得た数値が１．３以

上又は０．７以下（公表がされた直近の予想値

又は当該予想値がない場合における公表がさ

れた前事業年度の実績値がゼロの場合はすべ

てこの基準に該当することとする。）であるこ

と。 

（３） 経常利益 

新たに算出した予想値又は当事業年度の決

算における数値を公表がされた直近の予想値

（当該予想値がない場合は、公表がされた前事

業年度の実績値）で除して得た数値が１．３以

上又は０．７以下（公表がされた直近の予想値

又は当該予想値がない場合における公表がさ

れた前事業年度の実績値がゼロの場合はすべ

てこの基準に該当することとする。）であるこ

と。 

（４） 純利益 

新たに算出した予想値又は当事業年度の決

算における数値を公表がされた直近の予想値

（当該予想値がない場合は、公表がされた前事

業年度の実績値）で除して得た数値が１．３以

上又は０．７以下（公表がされた直近の予想値



 

基準 基準の取扱い 

又は当該予想値がない場合における公表がさ

れた前事業年度の実績値がゼロの場合はすべ

てこの基準に該当することとする。）であるこ

と。 

 

第４条 削除 

 

第７条及び第８条 削除 

（上場外国会社による情報の開示） 

第５条 上場外国会社は、第１条から第３条までの

ほか、次の各号に掲げる事実が発生した場合は、

直ちにその内容を開示しなければならない。 

（１） 株主（上場外国株預託証券等の所有者を

含む。）又は会社の業績に重大な影響を与える

会社制度に関する本国の法令等の変更 

（２） 外国において発生した上場外国株券等又

は上場外国株券に係る権利を表示する外国株

預託証券等の流通に重大な影響を与える事実 

２ 上場外国株預託証券等の発行者は、第１条から

第３条まで及び前項のほか、上場外国株預託証券

等に関する預託契約等その他の契約の変更又は

終了その他の上場外国株預託証券等に関する権

利等に重大な影響を与える事項を決定した場合

又は当該権利等に重大な影響を与える事実が発

生した場合は、直ちにその内容を開示しなければ

ならない。 

 

 

（ＭＳＣＢ等の転換又は行使の状況に関する開

示） 

第６条 上場会社は、ＭＳＣＢ等を発行している場

合は、毎月初めに、前月におけるＭＳＣＢ等の転

換又は行使の状況を開示しなければならない。 

２ 上場会社は、ＭＳＣＢ等を発行している場合で

あって、月初からのＭＳＣＢ等の転換累計若しく

は行使累計又は同月中における開示後の転換累

計若しくは行使累計が当該ＭＳＣＢ等の発行総

額の１０％以上となった場合には、直ちに当該転

換又は行使の状況を開示しなければならない。 

 

 

（支配株主等に関する事項の開示） 

第７条 支配株主又は財務諸表等規則第８条第１

７項第４号に規定するその他の関係会社を有す

る上場会社は、事業年度経過後３か月以内に、取

扱いで定める支配株主等に関する事項を開示し

なければならない。 

２ 上場会社が親会社等（親会社等が会社である場

合に限るものとし、親会社等が複数ある場合にあ

っては、上場会社に与える影響が最も大きいと認

められる会社をいい、その影響が同等であると認

められる場合にあっては、いずれか一つの会社を

いうものとする。）を有している場合において、

当該親会社等の事業年度若しくは中間会計期間

（支配株主等に関する事項の開示の取扱い） 

第９条 基準第７条に規定する取扱いで定める支

配株主等に関する事項とは、次の各号に定める事

項をいう。 

（１） 親会社等の商号又は名称、上場会社の議

決権に対する当該親会社等の所有割合及び当

該親会社等が発行する株券等が上場されてい

る国内の金融商品取引所又は上場若しくは継

続的に取引されている外国金融商品取引所等

の商号又は名称 

（２） 親会社等が複数ある場合は、親会社等の

うち上場会社に与える影響が最も大きいと認

められる会社等（影響が同等であると認められ



 

基準 基準の取扱い 

（当該親会社等が四半期財務諸表提出会社であ

る場合には、四半期累計期間。次項において同

じ。）又は連結会計年度若しくは中間連結会計期

間（当該親会社等が四半期連結財務諸表提出会社

である場合には、四半期連結累計期間。次項にお

いて同じ。）に係る決算の内容が定まったときは、

上場会社は、直ちにその内容を開示しなければな

らない。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場

合には、上場会社は同項に規定する開示を要しな

いものとする。ただし、第２号から第４号までの

いずれかに該当する場合であって、かつ、上場会

社が当該親会社等に関する事実等の会社情報の

うち上場会社の経営に重大な影響を与えるもの

を投資者に対して適切に開示することを指定ア

ドバイザーに書面により確約したときは、この限

りでない。 

（１） 当該親会社等が国内の金融商品取引所に

上場されている株券等の発行者である場合 

（２） 当該親会社等が外国金融商品取引所等に

おいて上場若しくは継続的に取引されている

株券等の発行者である場合 

（３） 当該親会社等が上場会社との事業上の関

係が希薄であり上場会社が当該親会社等の事

業年度若しくは中間会計期間又は連結会計年

度若しくは中間連結会計期間に係る決算の内

容を把握することが困難であると当取引所が

認める者である場合 

（４） その他当取引所が適当と認める者である

場合 

るときは、そのすべての会社等）の商号又は名

称及び当該会社等が上場会社に与える影響が

最も大きいと認められる理由（影響が同等であ

ると認められるときは、その理由） 

（３） 親会社等（親会社等が複数あるときは、

親会社等のうち上場会社に与える影響が最も

大きいと認められる会社等をいうものとし、そ

の影響が同等であると認められるときは、いず

れか一つの会社等をいうものとする。）が基準

第７条第３項の適用を受ける場合（当該親会社

等が国内の金融商品取引所に上場されている

株券等の発行者である場合又は外国金融商品

取引所等において上場若しくは継続的に取引

されている株券等の発行者である場合を除

く。）には、同項の適用を当取引所に認められ

た理由 

（４） 親会社等の企業グループにおける位置付

けその他の親会社等との関係 

（５） 支配株主等との取引に関する事項（財務

諸表等規則第８条の１０若しくは連結財務諸

表規則第１５条の４の２の規定により財務諸

表若しくは連結財務諸表に記載される関連当

事者との取引に関する事項のうち、次のａから

ｃまでに掲げる者との取引に関する事項（上場

外国会社にあってはこれに相当する事項）をい

う。） 

ａ 親会社等 

ｂ 支配株主（親会社を除く。）及びその近親

者 

ｃ 前ｂに掲げる者が議決権の過半数を自己

の計算において所有している会社等及び当

該会社等の子会社 

（６） 規程第８条第１項第３号に規定する指針

（当該指針に変更があった場合には、当該変更

後の指針を含む。）に定める方策の履行状況 

 

（開示内容の変更又は訂正） 

第８条 上場会社は、第１条から前条まで又は規程

第２０条、第２２条若しくは第２３条の規定に基

づき開示した内容について変更又は訂正すべき

事情が生じた場合は、直ちに当該変更又は訂正の

内容を開示しなければならない。 

２ 前項の規定は、上場会社が第１条から前条まで

又は規程第２０条、第２２条若しくは第２３条の

規定に基づき開示した内容と有価証券報告書、四

半期報告書、有価証券届出書若しくは臨時報告書

（これらの訂正報告書又は訂正届出書を含む。）、

又は発行者情報若しくは特定証券情報（これらの

訂正情報を含む。）における当該開示に係る内容

に差異が生じた場合について準用する。 

 

  



 

 


